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資料－１ 



ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎについて（11/24大臣会見資料より） 

一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善 
建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場に 
死亡事故ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上 

□規格の標準化 
• 寸法等の規格の標準化された部材の拡大 
 

□施工時期の平準化 
•２ヶ年国債の適正な設定等により、年
間を通じた工事件数の平準化 

プロセス全体の最適化へ 

プロセス全体の最適化 

今こそ生産性向上のチャンス 

労働力過剰を背景とした生産性の低迷 
• バブル崩壊後、建設投資が労働者の減少を上回って、ほぼ一貫して労働力過
剰となり、省力化につながる建設現場の生産性向上が見送られてきた。 

生産性向上が遅れている土工等の建設現場 
• ダムやトンネルなどは、約３０年間で生産性を最大１０倍に向上。一方、土工や
コンクリート工などは、改善の余地が残っている。（土工とコンクリート工で直轄
工事の全技能労働者の約４割が占める）（生産性は、対米比で約８割） 

依然として多い建設現場の労働災害 
• 全産業と比べて、２倍の死傷事故率（年間労働者の約0.5%（全産業約0.25%）） 

予想される労働力不足 
• 技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢者が10年間で離職の予想 

• 労働力過剰時代から労働力不足時代への変化が起こると予想されている。 
• 建設業界の世間からの評価が回復および安定的な経営環境が実現し始めている今こそ、抜本的な生産性向上に取り組む大きなチャンス 

□ＩＣＴ技術の全面的な活用 
• 調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新までの全ての
プロセスにおいてICT技術を導入 

従来 ： 施工段階の一部 
今後 ： 調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新まで 

i-Constructionの目指すもの 
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i-Constructionの取り組み概要 i-Constructionの取り組み 



ＩＣＴ技術の全面的な活用（土工）の概要 ICT施工技術の活用推進 

測量 

発注者 

OK 

設計・ 
施工計画 

施工 検査 i-Construction 

設計図に合わ
せ丁張り設置 

検測と施工を繰
り返して整形 

丁張りに合わせ
て施工 

③ICT建設機械による
施工 

④検査の省力化 ①ドローン等による３次元測量 ②３次元測量データによる
設計・施工計画 

ドローン等による写真測量等によ
り、短時間で面的（高密度）な３次
元測量を実施。 

３次元測量データ
（現況地形）と設計図
面との差分から、施
工量（切り土、盛り土
量）を自動算出。 

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。 

ドローン等による３次元測
量を活用した検査等により、
出来形の書類が不要とな
り、検査項目が半減。 

測量 
設計・ 
施工計画 

検査 従来方法 

測量の実施 

平面図 縦断図 

横断図 

設計図から施工
土量を算出 

施工 

① ② 

③ 

④ 

※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセ

ンサーなどが付され、ネットワークにつながる
状態のこと。 

３次元設計データ等
を通信 

これまでの情報化施工
の部分的試行 

・重機の日当たり 
 施工量約1.5倍 
・作業員 約1/3 

３次元 

データ作成 
２次元 

データ作成 

書類による検査 3 



ICT活用工事【土工】 

ICT活用工事【土工】の実施方針 
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ICT施工技術の活用推進 

   建設生産プロセスの下記①～⑤の全ての段階においてICTを全面的に活用する工事であり、 
  入札公告・説明書と特記仕様書に明示することで対象工事とする。 
 

     ① ３次元起工測量   
     ② ３次元設計データ作成   
     ③ ICT建機による施工 
     ④ ３次元出来形管理等の施工管理   
     ⑤ ３次元データの納品       ※「ICT活用工事」において、①～⑤の一連の施工を行うことを「ICT活用施工」という。 
 

（１）対象工種 
  １）河川土工、砂防土工、海岸土工（ﾚﾍﾞﾙ2工種）・・・掘削工、盛土工、法面整形工 
  ２）道路土工（ﾚﾍﾞﾙ2工種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工 
 

（２）対象工事 
  ・土工（対象工種）を含む「一般土木工事」 
 

（３）発注方式 
  １）発注者指定型 

     発注者の指定によって「ICT活用工事」を実施する場合、別途定める「ＩＣＴ活用工事積算要領」により、 
    必要な経費を当初設計で計上する。 
  ２）施工者希望型 
     受注者の希望によって「ICT活用工事」を実施する場合、別途定める「ICT活用工事積算要領」により、   
    必要な経費を設計変更にて計上する。 
     このうち、土工量が一定以上の工事は、総合評価落札方式において「ICT活用施工」を評価項目とする。 
    ⅰ）総合評価で評価項目とする   → 総合評価段階で希望（提案）する → 施工者希望Ⅰ型 
       ※（特例措置）入札は従来施工の費用 → 希望（提案）業者が受注した場合、契約締結後に必要な経費を変更計上する。 

    ⅱ）総合評価で評価項目としない  → 契約後に希望（協議）する → 施工者希望Ⅱ型     



監督・検査
河川土工 道路土工 施工管理

空中写真測量（無人航空機）
による起工測量

測量 － ○ ○ ①、②、③、⑧

レーザースキャナーによる起
工測量

測量 － ○ ○ ④、⑤

３次元マシンコントロール（ブ
ルドーザ）技術
３次元マシンガイダンス
（ブルドーザ）技術

まきだし
敷均し
掘削
整形

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ ○ ○

３次元マシンコントロール
（バックホウ）技術
３次元マシンガイダンス（バッ
クホウ）技術

掘削
整形

ﾊﾞｯｸﾎｳ ○ ○

空中写真測量（無人航空機）
による出来形管理技術（土
工）

出来形計測
出来形管理

－ ○ ○ ①、②、③、⑧

レーザースキャナーによる出
来形管理技術（土工）

出来形計測
出来形管理

－ ○ ○ ④、⑤

TS・GNSSによる締固め
管理技術

締固め回数
管理

ﾛｰﾗｰ
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

○ ○ ⑥、⑦

【要領一覧】　　　 ①空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）
②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
③無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領
④レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
⑤レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
⑥TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領
⑦TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・検査要領
⑧UAVを用いた公共測量マニュアル（案）

段階

3次元測量

技術名

ＩＣＴ建設機械
による施工

3次元出来形
管理等の
施工管理

対象作業 建設機械
適用工種

備考

【凡例】　○：適用可能、　△：一部適用可能、　－：適用外

ICT活用工事【土工】の実施方針 ICT施工技術の活用推進 

（４）活用可能なICT技術 
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ICT活用工事【土工】の実施方針 ICT施工技術の活用促進 

【施工者希望Ⅱ型】 
（１）総合評価の対象としない 
 

 《①～⑤を全面活用する場合》 
（２）工事成績で加点評価する 

（３）必要経費は変更計上する 
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土工（対象工種）を含む「一般土木工事」 

土工量 
1,000m3以上 

 

「ICT活用工事」 
に設定 

Yes 

No 

予定価格が 
３億円以上 

土工量 
20,000m3以上 

Yes 

Yes 

No 

【発注者指定型】 
（１）総合評価の対象としない 

（２）工事成績で加点評価する 

（３）必要経費は当初設計で計上 

【施工者希望Ⅰ型】 
 《①～⑤を全面活用する場合》 
（１）総合評価で加点評価する 

（２）工事成績で加点評価する 

（３）必要経費は変更計上する 

 

No ICT建設機械 
の施工 

 

No 

（１）工事成績の 

     加点対象としない 

（２）機械施工経費のみ 

       変更計上する 

Yes 

従来施工 

《①～⑤の 

全面活用を希望し
なかった場合》 

「ICT活用工事」 

 建設生産プロセスの全ての段階におい
てICT施工技術を全面的に活用する工事 
 

① ３次元起工測量   
② ３次元設計データ作成   
③ ICT建機による施工 
④ ３次元出来形管理等の施工管理   
⑤ ３次元データの納品 

ICT建設機械の施工等、自主的な活用
は妨げない。（ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ対象外） 

※関東地方整備局の場合。地方整備局により異なる場合がある 



②．積算 

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算 

機械経費 労務費・その他経費 

省力化による減 ICT建機の導入による増 

ICT建機の普及による減 

ICT建機の投資に見合う 

積算基準を導入 

《新たな積算基準のポイント》 
 
 ①対象工種 

  ・土工（掘削、路体（築堤）盛土、路床盛土） 
  ・法面整形工 

 

 ②新たに追加等する項目 

  ・ＩＣＴ建機のリース料 

   （従来建機からの増分） 
  ・ＩＣＴ建機の初期導入経費 

   （導入指導等経費を当面追加） 
 

 ③従来施工から変化する項目 

  ・補助労務の省力化に伴う減 

  ・効率化に伴う日当たり施工量の増 

従来施工の 

1.1倍程度 

・ＩＣＴ建機の普及に向け、ＩＣＴ建設機械のリース料などに関する新たな積算基準を策定 

・既存の施工パッケージ型の積算基準をＩＣＴ活用工事用に係数等で補正する積算基準 

※施工パッケージ型とは、直接工事費について施工単位ごとに機械経費、労務費、
材料費を含んだ施工パッケージ単価を設定し積算する方式です。 

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算しています。実際の工事では、
ＩＣＴ建機で行わない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなされ
ます。 7 

ICT活用工事【土工】の積算 ICT施工技術の活用促進 



15の新基準の工事関係における適用場面について＜概要＞ 

名称 適用場面・概要 

測
量
設
計 

１ ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案） 
・路線測量等，詳細設計の横断図に供する公
共測量（発注仕様として） 
・工事測量（参考文献として） 

２ 電子納品要領（工事及び設計） ・フォルダ構成変更，大容量メディア追加 

3-1 LandXML1.2に準拠した3次元設計データ交換標準V1.0 ・CADソフトベンダー向け 

3-2 3次元設計データ交換標準運用ガイドライン 
・詳細設計での3次元設計（発注仕様として） 
・工事での3次元設計ﾃﾞｰﾀ作成（参考文献） 

施
工
管
理 

５ 土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 
・3次元出来形ﾃﾞｰﾀによる面管理を自主管理、
発注者の監督・検査に適用する場合 

6-1 土木工事数量算出要領（案） 
・3次元CADの面ﾃﾞｰﾀの差分による数量算出
をICT活用工事や3次元設計で適用する場合 

6-2 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 
・部分払における出来高取扱方法（案）に基づ
く、重機の稼働履歴を用いた具体的な対応 

７ 出来形合否判定総括表 
・3次元出来形ﾃﾞｰﾀによる面管理を適用する
場合に発注者に提出する「出来形管理資料」 

８ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領 ・起工測量～納品までのICT活用工事の受注
者の対応の一切を記載した内容（UAV、ﾚｰ
ｻﾞｰｽｷｬﾅの技術別に記載） ９ レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 

検
査 

１０ 地方整備局土木工事検査技術基準（案） ・下位通知である「出来形管理の監督・検査要
領」改正を受けた技術的修正 １１ 既済部分検査技術基準（案）及び同解説 

１２ 部分払における出来高取扱方法（案） 
・出来高部分払い方式において、既済部分検
査のみの場合の実地検査を省略し、簡便な方
法で数量の確認を受ける場合に適用 

１３ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領 ・監督職員の確認行為、検査職員の検査内容
等ICT活用工事の対応を記載した内容 １４ レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領 

１５ 工事成績評定要領の運用について 
・出来形管理図表の変更に伴う、出来栄えの
確認方法の変更 8 

15の新基準の工事関係における適用場面について＜概要＞ 



9 

ＩＣＴ活用工事の発注～工事完成までの流れと主な基準の関係 

通
常
積
算 

契
約 

３
Ｄ
元
設
計

デ
ー
タ
作
成 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
建
設
機
械
に
よ
る
施
工 

３
次
元
出
来
形
管
理 

３
次
元
デ
ー
タ
の
納
品 

施
工
計
画

書
記
載 

設
計
変
更
審
査
会 

施
工
協
議 

起
工
測
量 

施
工
履
歴
デ
ー
タ
に
基
づ
く

出
来
高
部
分
数
量
算
出 

完
成
検
査 

積
算 

公
告 

見
積
提
出 

３
Ｄ
施
工
範
囲
協
議 

３
Ｄ
起
工
測
量 

８，９出来形管理要領に記載 

３
Ｄ
設
計
デ
ー
タ
に
基

づ
く
数
量
算
出 

設
計
図
書
の
照
査 

標
定
点
等
設
置
・検

証
点
で
の
精
度
確
認 

設
計
図
書
３
Ｄ
化
指
示 

施
工
者 

発
注
者 

３
Ｄ
設
計
デ
ー
タ 

３
Ｄ
設
計
・地
形

デ
ー
タ
重
畳
結

果
・チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
提
出 

設
計
変
更
審
査
会 

数
量
総
括
表 

数
量
総
括
表 

既
済
部
分
検
査
（実
地

検
査
）省
略 

標
定
点
等
設
置
・検

証
点
で
の
精
度
確
認 

３
Ｄ
出
来
形
測
量 

施
工
計
画
書
確
認 

３
Ｄ
設
計
確
認 

出
来
形
管
理
資
料 

精
度
検
証
結
果
提
出 

出
来
形
管
理
資
料 

精
度
検
証
結
果
確
認 

数
量
算
出
に
用
い
た

設
計
・計
測
デ
ー
タ 

出
来
形
管
理
資
料 

精
度
検
証
結
果
確
認 

出
来
形
管
理
資
料 

精
度
検
証
結
果
提
示 

実
地
検
査 

【凡例】 

実施方針通知（ＨＰ未掲載） １３，１４監督検査要領に記載 

６ 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 
１２部分払における出来高取扱方法（案） に記載 

納
品 

ＩＣＴ活用工事の発注～工事完成までの流れと主な基準の関係 



３－１：３次元データの契約図書化のための受発注者間協議 

面的出来形管
理に利用 

3次元データを正の契約図書とするプロセス（概要） 
• 施工管理データ交換標準基本設計データと同じ情報を含むことが確認された面的データ
は数量算出に面的に用いて良い（変更協議として位置づけ） 
•面的な竣工データ（点群計測データ）は出来形として数量算出してよい 

 →出来形数量計算は「設計寸法」とする基準を「竣工データ」とするように改訂 

※実地検査そのものを省略するわけではない 

従前 【正（発注図）】 【TS出来形につかうデータ】 

＜突合＞ 

i-Con工事 ＜突合＋変更協議＞ 

TSの基本設計データ 

上記データと同一性が確認できる、
MC,MGで利用されているTINデータ 

【正の 

設計図とする】 

＜数量算出＞ 

管理対象外箇所は竣工
データを出来形とする。 10 

チェックシートの提出・受理 

施工協議と3次元設計データ化の指示に基づく作業 
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UAV写真測量／ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる起工測量／岩線等の積算区分境界面取得手順 

【空撮】 

ＧＣＰ（評定点：既知座標） 

１：ドローンによる計測 

【ｽﾃﾚｵﾏｯﾁﾝｸﾞ処理】 

１：ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる計測 

２：フィルタリング 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾞﾃﾞｰﾀ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾞﾃﾞｰﾀ 

※地表面以外を削除 

数量算出上の起工面として利用 

＜出来形計測データ＞ 

境界の確定 設計モデル 地形点群 

点密度：10cm間隔以下 

計測精度：±5cm以下 

点密度調整 

＜数量計測データ＞ 

点密度：50cm間隔以下 

計測精度：±10cm以下 

起工測量の実施 



３－３：出来形計測の実施 
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UAV写真測量／ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる出来形管理の手順 

１：現地計測・フィルタリング 

２：出来形評価用データ作成 

数量算出上の起工面として利用 

境界の確定 設計モデル 地形点群 

出来形計測用データ作成 

グリッドデータ（平面上等間
隔）化または点密度調整 

出来形評価ﾃﾞｰﾀ 

３：出来形合否評価 

出来形評価データ 

設計ﾃﾞｰﾀ（中心線形
＋面） 

設計面との離れ
を算出 

※CIM対応の3DCAD等で実施可能 

•設計面との離れ（較差）の平均値，標
準偏差を統計処理 

点密度：1m間隔以下 

出来形計測の実施 



３－３：出来形計測の実施 

UAV写真測量／ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる出来形管理の手順 

数量算出上の起工面として利用 

境界の確定 設計モデル 地形点群 

新たな3次元出来形管理基準に基づく出来形評価の実施 

UAVの写真測量等で得られる３次元点群データからなる面的な竣工形状で評価 

３次元計測により計測された３次元点群データによる効率的な出来形管理を導入  

既存の出来形管理基準では、代表管理断面において高さ、幅、長さを測定し評価 

従来 

＜例：道路土工（盛土工）＞ 
測定基準：測定・評価は施工延長40m毎 
規格値 ：基準高(H)：±5cm 
     法長 (ℓ)：-10cm 
     幅  (w)：-10cm 

i-Construction 

従来と同等の出来形品質を確保できる面的な測定基準・規格値を設定 

＜例：道路土工（盛土工）＞ 
測定基準：測定密度は1点/m2以上、評価は平均値と全測点 
規格値 ：設計面との標高較差（設計面との離れ） 
     平場 平均値：±5cm 全測点：±15cm 
     法面 平均値：±8cm 全測点：±19cm          

点群ﾃﾞｰﾀ 

1m2に１点以上 

H 

平場 

法面 

法面 

小段 

※法面には小段含む 

13 
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様式－31-2

ソフトウェア要求仕様書Ver.　　　対応

工　種 測点　No.1～No.3

種　別 合否判定結果 異常値有

規格値 判定

凡例：

評価面積 1700m2

棄却点数 0
0.3％未満
（5点以下）

最小値(差） -60mm ±140mm

データ数 1700
1点／m3以上

（1700点以上）

法面
標高較差

平均値 7mm ±80mm

最大値(差） 92mm ±140mm

1000m2

棄却点数 0
0.3％未満
（3点以下）

異常値有

最大値(差） 42mm ±100mm

最小値(差） -62mm ±100mm 異常値有

データ数

天端
標高較差

平均値 -11mm ±50mm 異常値有

1000
1点／m2以上

（1000点以上）

評価面積

出来形合否判定総括表

道路土工

盛土

測定項目

測

点

天端天端

+100

+80

+50

+20

±0

-20

-50

-80

-100

1000

997

1700

1360

天端の
ばらつき

法面の
ばらつき

規格値の±80%

以内のデータ数

規格値の±50%

以内のデータ数

規格値の±80%

以内のデータ数

規格値の±50%

以内のデータ数

作成帳票例（出来形管理図表） 

・平均値 

・最大値 

・最小値 

・データ数 

・評価面積 

・棄却点数 

 

を表形式で
整理 

・離れの計算結果の
規格値に対する割合
を示すヒートマップと
して 

-100%～+100%の範
囲で結果を色分け。 

 

・±50%の前後、
±80%の前後が区別
できるように別の色で
明示。 

 

・データのポイント毎
に結果をプロット。 

規格値の50%以内に収まっている計測点の個数、規格値の80%以
内に収まっている計測点の個数を明示することが望ましい。 

出来形管理帳票の定義 

 ３次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）により出来形
の良否判定を行います。 

 出来形管理基準上の管理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用
データの各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図にて明示します。 

出来形管理資料の作成 
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6．測量成果簿の作成 

   
6．測量成果簿の作成 

   

5．工事基準点の設置 

   

3．ICT活用工事の設定 

 

   

4．施工計画書（起工測量） 

   

ICT活用工事の流れ 1/2 

1 

情報化施工の対象工事(従来） ICT活用工事の対象工事（今回） 

受注者 発注者 

機器・ソフト
ウェア等の準

備段階 

施工計画・
準備段階 

発注段階 ・設計図書等の準備 

・積算 

・評価項目の設定 

    （総合評価落札方式の場合） 

2．機器・ソフトウェア等の選定  

・機器、ソフトウェアの選定、調達 

・電子納品の事前協議 

発注【発注担当者】 

・設計図書等の貸与 

・設計図書の３次元化の指示の了解 
・ｱﾝｹｰﾄ調査・施工合理化調査の指示
の了解 

受注者 発注者 

・具体の工事内容及び対象範囲の協
議 

監督事項 

・具体の工事内容及び対象範囲の受
理・確認 

（LS出来形管理の場合） 

（施工者希望Ⅱ型の場合） 

監督事項 

・設計図書の3次元化の指示 

・ｱﾝｹｰﾄ調査・施工合理化調査の指示 

監督事項 

・ICT施工希望の受理・指示 

監督事項 

・精度確認試験結果報告書の受理・確
認 

・ICT施工を希望する旨の提案・協議 

・精度確認試験結果報告書の作成 

機器・ソフト
ウェア等の準

備段階 

施工計画・
準備段階 

発注段階 ・設計図書等の準備 

・積算 

・評価項目の設定 

    （総合評価落札方式の場合） 

2．機器・ソフトウェア等の選定  

・機器、ソフトウェアの選定、調達 

・電子納品の事前協議 

発注【発注担当者】 

・設計図書等の貸与 

本手引きの対象範囲 

5．工事基準点の設置 

   

4．施工計画書（起工測量） 

   ・施工計画書（起工測量編）の作成 
監督事項 

・施工計画書（起工測量編）の受理・確
認 

監督事項 

・測量成果簿の受理・確認 

・起工測量 

・測量成果簿の作成 

監督事項 

・基準点等の指示 
・工事基準点の設置 

・施工計画書（起工測量編）の作成 

（UAV出来形管理の場合） 

監督事項 

・施工計画書（起工測量編）の受理・確
認 

監督事項 

・カメラキャリブレーション及び精度確認
試験結果報告書の受理・確認 

監督事項 

・測量成果簿の受理・確認 

・起工測量 

・測量成果簿の作成 

・カメラキャリブレーション及び精度確認
試験結果報告書の作成 

・工事基準点の設置 監督事項 

・基準点等の指示 

注） 

UAV出来形管理:空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編） 

LS出来形管理:レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編） 

監督事項 

・電子納品の事前協議の実施・決定 

監督事項 

・電子納品の事前協議の実施・決定 



１１.電子成果品  

１０．出来形管理  

ICT活用工事の流れ 2/2 

2 

情報化施工の対象工事(従来） ICT活用工事の対象工事（今回） 

・数量計算の方法の協議 
・３次元設計データ＋設計数量の協議 

１０．出来形管理、検査  

受注者 発注者 

出来形管理
段階 

・出来形計測 

・出来形管理写真の撮影 

・出来形管理帳票の作成 

監督事項 

・出来形計測状況の立会い確認 

・出来形管理帳票の受理・確認 

・出来形計測データの立会い確認 

施工段階 河川土工・道路土工・舗装 

受注者 発注者 

監督事項 

・出来形管理帳票の受理・確認 

監督事項 

・数量計算の方法の受理・確認 
・３次元設計データ＋設計数量の受理・
確認 

出来形管理
段階 

・出来形計測 

・出来形管理写真の撮影 

・出来形管理帳票の作成 

施工段階 河川土工・海岸土工・砂防土工・道路土工 

９．施工計画書（工事編）   

・施工計画書（工事編）の作成 

・設計図書の照査、起工測量結果の反
映 

監督事項 

・施工計画書の受理・確認 

７．基本設計データの作成  

監督事項 

・受注者による基本設計データの照査
状況の確認 

・基本設計データの作成 

・基本設計データの照査 

７．3次元設計データの作成  

監督事項 

・受注者による3次元設計データの照査
状況の受理・確認 

・3次元設計データの作成 

・3次元設計データの照査 

９．施工計画書（工事編）   

・施工計画書（工事編）の作成 

・設計図書の照査、起工測量結果の反
映 

監督事項 

・施工計画書の受理・確認 

施工計画・
準備段階 

施工計画・
準備段階 

８．設計図書の照査  

監督事項 

・受注者による設計図書の照査状況の
受理・確認 

・設計図書の照査 

８．設計図書の照査  

監督事項 

・受注者による設計図書の照査状況の
受理・確認 

・設計図書の照査 

・設計図書等の変更 

・変更数量算出 

・変更積算 

・変更契約 

変更契約処理【発注担当者】 

・設計図書等の変更 

・変更数量算出 

・変更積算 

・変更契約 

変更契約処理【発注担当者】 

変更段階 変更段階 

１２.検査  

・書面検査 

・実地検査 

検査事項 

・書面検査・実地検査 
検査段階 

完成段階 
・電子成果品の作成 

監督事項 

・電子成果品の受理・確認 

１１.電子成果品  

１２.検査  

・書面検査 

・実地検査 

検査事項 

・書面検査・実地検査 
検査段階 

完成段階 
・電子成果品の作成 

監督事項 

・電子成果品の受理・確認 

監督・検査事項 

・工事成績評定 

監督・検査事項 

・工事成績評定 
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 機器・ソフトウェア等の選定の実施内容と解説事項 

 

 

 

 

 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・必要な機器構成、仕様の確認 

・必要な機能の取捨選択 
 

・電子納品の事前協議の作成 電子納品の事前協議の実施・
決定 

機器構成、仕様の 

確認 

機器・ソフトウェアの 

選定・調達 

本手引き書の対象範囲 

 UAVやLSを用いた出来形管理に必要な機器・ソフトウェアは、「UAV」・「LS」 ・ 「写真測量ソフトウェア」※・ 「点群処
理ソフトウェア」・「３次元設計データ作成ソフトウェア」・「３次元出来形帳票作成ソフトウェア」 ・「出来高の数量算出
ソフトウェア」です。（※はUAV出来形管理の場合のみ必要） 

 要領・基準等に準拠した適切な機器・ソフトウェアを選定し、出来形計測精度及び機器やソフトウェア間の互換性を
確保します。 

 機器・ソフトウェアは測量機器販売店やリース・レンタル店、施工関連のソフトウェアメーカ等より、購入またはリース
・レンタルにより調達します。 

 各メーカによって機器・ソフトウェアの操作性・機能・コストが異なることから、事前に各メーカのカタログ、HPなどか
ら情報収集し、またはデモ等のサービスを利用し、操作性や機能を事前に確認します。 

 電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に監督職員と受注者で事前協議し決定します。 

 

 

 

 

 

 

電子納品の事前協議 



2-1.機器・ソフトウェア等の選定・調達 

4 

機器構成、仕様確認時の留意点 

①パソコン 

②3次元設計データ作成 

ソフトウェア 

3次元設計データの作成 
UAV,LSによる起工測量 

及び出来形計測 
出来形帳票作成 

④UAV本体 

⑦出来形帳票作成 

ソフトウェア 

③データ記録媒体 

（USBフラッシュメモリ
等） 

①パソコン 

空中写真測量（無人航空機）
を用いた出来形管理要領
（土工編）、レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（土工編）に準拠 

空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形
管理要領（土工編）、
レーザースキャナーを
用いた出来形管理要
領（土工編）に準拠 

出来形帳票作成 

出来高の数量算出 

⑤写真測量ソフトウェア※ 

⑥点群処理ソフトウェア 

④LS本体 

⑧出来形の数量算出 

ソフトウェア 

①パソコン 

空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形
管理要領（土工編）、
レーザースキャナーを
用いた出来形管理要
領（土工編）に準拠 

（※はUAV出来形管理の場合のみ必要） 
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起工測量並びに出来形管理のデータの流れの留意点 

電子成果品 

レーザースキャナーを用いた出来形管理のデータの流れ 

計測 点群 データ 

② 点群処理ソフトウェア 

・点群データの合成 

・点群データのフィルタリング 

① レーザースキャナー 本体 

基準点座標 

データ 

出来形管理資料 

出来形 評価用データ 
（ ポイントファイル） 

出来形管理データ 

（設計と出来形の差） 

④ 出来形 帳票作成 ソフトウェア 

ＴＳ出来形管理用の基本設計データ 

利用・変換しても良い。 

曲線部などの補完に留意すること 

③３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計 データ 
⑤ 出来 高算出 ソフトウェア 

出来形 計測データ等 
（ ＴＩ Ｎ ファイル ） 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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3次元 

＝＝ 

3次元 

＝＝ 

UAV,LS 

 === 

機器・ソフトウェアのタイプごとの機能（例） 

※機器・ソフトウェアの機能は各メーカにより様々のため、詳細はデモ等を利用し、確認してください。 

機器・ 
ソフトウェア 

タイプ 機能 
効果 

（標準タイプと比較した場
合の付加機能） 

3次元設計

データ作成ソ
フトウェア 

CAD図面の取込機
能無し（標準） 

手入力により 
データ作成 

― 

CAD図面の取込機
能有り 

CAD図面を取り込み、図面上

の数値等を選択することによ
りデータ作成 

入力作業の省力化 

3次元データビュー
機能無し（標準） 

入力画面にてデータを確認 ― 

3次元データビュー
機能有り 

3次元データによりデータを確
認 

入力データ確認作業の
省力化 
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 電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に、事前協議チェックシート（土木工事用）を活用し、次の事
項について監督職員と受注者で事前協議し決定します。 

ｱ)工事施工中の情報交換・共有方法（例：無償ビューワー付ファイルの提出の有無、発注者側の環境確認） 

ｲ)電子成果品とする対象書類（例：BD-Rの使用、無償ビューワー付ファイルの提出の有無） 

ｳ)その他の事項 

 

 



3.ICT活用工事の設定 
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 ICT活用工事の設定に係る実務内容と解説事項 

 

 

 

 

 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・ICT施工を希望する旨の協議
の作成 

・ICT施工希望の受理・指示 

・設計図書の3次元化の指示 
  起工測量（UAV、LS、その他） 
   3次元設計データ（3次元設計データがない場合） 

・ｱﾝｹｰﾄ調査・施工合理化調査の指示 

・具体の工事内容及び対象範
囲の協議の作成 
 

・具体の工事内容及び対象範囲の受理・
確認 
 

ICT施工を希望する旨の提
案・協議 

設計図書の3次元化の指示
の了解 

本手引き書の対象範囲 

 施工者希望Ⅱ型のICT活用工事では、契約後、施工計画書の提出までに、ICT施工を希望する場
合には希望する旨の書類を作成し、協議します。 

 ICT活用工事では、契約した設計図書が3次元化していない場合は、契約後に発注者より3次元の
設計図書を作成する指示があります。 

 ICT活用工事では、ICT活用工事の活用効果等に関するアンケート調査や施工合理化調査の実施
を指示される場合があります。 

 発注者指定型、施工者希望Ⅰ型及び、ICT施工を実施することとなった施工者希望Ⅱ型のICT活用
工事では、ICT活用の具体の工事内容と対象範囲を記載した書類を作成し、協議します。 

 

具体の工事内容及び対象範
囲の協議 

アンケート調査・施工合理化
調査の指示の了解 



3.ICT活用工事の設定 

• 施工者希望Ⅱ型の工事で契約した場合、受注者は
ICT施工の意志が有る場合に、契約後から施工計画
書の提出までの間にICT施工を希望する旨の協議を
します。 

• 協議する場合はICT活用計画書を添付します。 
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様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

受
注
者

上記について □承諾 □報告□協議

年月日：

年月日：

上記について □指示 □承諾

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

添付のICT活用計画書のとおりICTを活用して土工の施工を実施したいので協議します。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。■受理

発
注
者

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成28年4月1日

ICT施工を希望する旨の協議 

別記様式－○

ICT施工技術の活用（ICT活用工事）

（工事名：○○改良工事）

会社名：○○○○建設（株）

当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業
内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件
により による施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のICT
チェック欄に「■」と記入する。

建設精算プロセス 作業内容 採用する
の段階 技術番号 技術番号・技術名

■ ①３次元起工 １ 空中写真測量（無人航空機）による起工
測量 測量

２ ２ レーザースキャナーによる起工測量
３ その他の３次元計測技術による起工測量

■ ②３次元設計デ ※３次元出来形管理に用いる３次元設計デー
ータ作成 タの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用

いる３次元設計データは含まない。

■ ③ＩＣＴ建設機 ■ 掘削工 １ １ ３次元マシンコントロール（ブルドー
械による施工 ザ）技術

■ 盛土工 １ ２ ３次元マシンコントロール（バックホ
※当該工事に含 ウ）技術
まれる右記作業 ■ 路体盛土工 １ ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）
の全てで活用す 技術
る場合に「■」 ■ 路床盛土工 １ ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）
と記入 技術

■ 法面整形工 ４

■ ④３次元出来形 １ 空中写真測量（無人航空機）による出来
管理等の施工管 形管理技術（土工）
理 ２ レーザースキャナーによる出来形管理技

■ 出来形 ２ 術（土工）
※同上 ３ その他の３次元計測技術による出来形管

理技術（土工）

□ 品質 ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術
（土工）

■ ⑤３次元データ
の納品

注 ) ＩＣＴ活用工事の詳細については、特記仕様書によるものとする。1
注 ) 建設生産プロセス? ～⑤の全ての段階で全面的に活用する場合（左端のチェック欄が全て2

■）のみ、加点評価の対象とする。
注 ) 本表で採用した技術（採用技術番号欄に記載した技術）が加点評価された場合は、「有用3

な新技術の活用」または「技術開発」では重複評価はしない。
注 ) 本表掲載のＩＣＴ施工技術を工事に活用する場合、技術提案（施工計画）では評価対象と4

しない。
但し、本表掲載のＩＣＴ施工技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、または
別の効果を発現する等を含む）した技術提案は、その応用部分（付加的な内容）について
のみ技術提案（施工計画）での評価対象とする。

注 ) 特記仕様書により指定した技術については、評価項目・技術提案ともに加点・評価はしな5
い。

注 ) 活用する技術・工種・作業内容が不明な場合又は不整合な場合は加点評価しない。6

ICT活用計画書 



3.ICT活用工事の設定 

• ICT活用工事は、発注者指定型、施工者希望型に
かかわらず、当面の間は、測量・設計を通じて3次
元のデータが整備されていないことから、当初設
計は従来通り２次元図面で契約します。 

• 工事契約後に監督職員から契約図書の３次元化
が指示されます。 

• 設計図書のうち、平面線形、縦断線形、横断形状
と、UAVやLSによる起工測量などによって得られ
た3次元地形データを使って、3次元設計データの
作成します。 
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様式－９

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 平成28年4月1日

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

設計図書のうち、平面線形、縦断線形、横断形状等と、3次元起工測量を行って取得した3次元
地形データを使って、土工の３次元設計データの作成を追加する。

なお、3次元起工測量の範囲は以下の通りとする。
　・縦断方向は、工事区間の起点より－２０ｍより工事区間の終点より＋２０ｍまでの範囲とする。
　・横断方向は、官民境界より民地側に＋５ｍまでの範囲とする。
　・橋梁設置区間については、官民境界点上で計画路面高さに３ｍを加えた位置から、下方向
かつ民地方向に＋30度に下ろした範囲までとする。

本指示内容は変更契約と対象とする。
○○千円（直接人件費、税抜き）を見込んでいる。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。□受理

発
注
者

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

年月日：

上記について □指示 □承諾

受
注
者

上記について ■承諾 □報告□協議

年月日：

□受理 します。□提出

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

設計図書の3次元化の指示 



3.ICT活用工事の設定 

• 受注者は、発注者指定型、施工者希望型にかか
わらず、 ICT活用工事の具体の工事内容と対象範
囲を協議します。 

 

• 具体の工事内容は、建設生産プロセスの作業内
容ごとに採用する技術の種類、技術名、使用する
技術の概要を記載します。 

 

• 対象範囲は、採用した技術を適用する範囲（活用
予定期間、活用予定区間・区域）を記載します。 

11 

具体の工事内容及び対象範囲の協議 

様式－９

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成28年4月1日

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

添付資料のとおり、ICTを活用して土工の施工に関する具体の工事内容と対象範を協議します。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。■受理

発
注
者

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

年月日：

上記について □指示 □承諾

受
注
者

上記について □承諾 □報告□協議

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

年月日：

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員



４．施工計画書(起工測量編)の作成 
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 施工計画書（起工測量編）時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

 
 
・3次元設計データの作成準備 
 必要な設計図書の入手 
 

・設計図面（線形計算書・平面図・縦断
図・横断図）の貸与 

・3次元設計データの貸与 
 ※3次元設計データを発注者から提供
する場合のみ 

・精度確認試験結果報告書の作成 
 

・精度確認試験結果報告書の確認・受
理 
 

・施工計画書（起工測量編）の作成 
 

・施工計画書（起工測量編）の確認 ・受
理 

本手引き書の対象範囲 

施工計画書（起工測量編）の
作成 

 受注者は3次元設計データの作成に必要な設計図書(2次元設計の電子データ)を入手します。 

 LSを使って起工測量を行う場合は、精度確認試験を実施して結果報告書を作成します。 

 UAVを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（UAV及び使用するデジタルカメラの計測性能、
機器構成及び利用するソフトウエア）と、撮影計画（空中写真の撮影コース及び重複度等）を記載します。 

 LSを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（LSの計測性能、機器構成及び利用するソフトウエ
ア）を記載します。 

 施工計画書には、使用するシステムの機能および精度が要領に準拠していることを確認できる資料（メーカー
カタログ等）を添付します。 

 

 

 

 

 

 

精度確認試験結果報告書の
作成 

(LS起工測量の場合) 
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4-1.UAVによる起工測量の場合 

機器構成、仕様確認時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 機器構成 

 ＵＡＶ 

 ｢無人航空機の飛行に関する許可・承認の
審査要領｣許可要件に準じた飛行マニュア
ルを施工計画書の添付資料として提出しま
す。 

 ＵＡＶの保守点検記録を添付します。 

 デジタルカメラ 

 ・計測性能及び計測精度が下記と同等以
上で、適切な点検管理が行われていること
を示す書類を添付します。 

 

 

 

 

 ソフトウェア 

 出来形管理要領に対応する機能を有する
ソフトウェアであることを示すメーカカタログ
あるいはソフトウェア仕様書を、施工計画書
に添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

・計測性能：地上画素寸法が２cm／画素以内 
・測定精度：±5cm以内 ・・・精度確認試験を行う  
・撮影方法：インターバル撮影または遠隔でシャッター操作が 
 出来る 

UAV 
飛行マニュアル 
保守点検記録（製造元の点検(１回/年以上)) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ メーカ推奨の定期点検 
ｿﾌﾄｳｪｱ 「ﾒｰｶｶﾀﾛｸﾞ」または「ｿﾌﾄｳｪｱ仕様書」 

カタログ（例） 

添付する書類 

    チェックポイント 
    チェックポイント 
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4-1.UAVによる起工測量の場合 

飛行計画の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 空中写真測量の撮影コース及び重複度等を確認します。  

 起工測量に利用する空中写真測量（UAV）については、以
下の項目に留意し、撮影計画を作成し、施工計画書に添
付されているか確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

撮影計画の例 

①所定のラップ率、地上解像度が確保できる飛行経路及び飛行高度の算出結果
を記載する。 
 
②算出に使用するソフトウェアの名称を記載する。 
 
③標定点の外観及び設置位置、標定点位置の測定方法を示した設置計画を記載
する。 
 
④同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるようした計画を記載する。 
 
⑤撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外を
それぞれ最低1モデル（２枚の空中写真の組み合わせ）以上設定した計画を記載
する。 
 
⑥対地高度は、50m程度を標準とし、地上画素寸法（２cm/画素以下）を確保出来
ることを、使用するカメラの素子寸法及び画面距離から求めるものとし、撮影高度
は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとした計画を記載する。 

空中写真の重複度 

空中写真の重複度は、三次元点群データの要求精度にかかわらず同一
コース内の隣接空中写真間で90%以上、隣接コースの空中写真間で
60%以上と規定されています。 

 

撮影コース平面図 

求める計測性能を
満たしている例 
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4-2.LSによる起工測量の場合 

機器構成、仕様確認時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 機器構成 

 出来形管理用ＬＳ本体 

 計測精度が下記と同等以上で、適正な精
度管理が行われていることを示す書類を添
付します。 

 

 

 

 ソフトウェア   

 本出来形管理要領に対応する機能を有す
るソフトウェアであることを示すメーカカタロ
グあるいはソフトウェア仕様書を、施工計画
書に添付します。 

 

 

 

 

 

 

・測定精度：計測範囲内で±20  mm以内 
     （起工測量及び岩線確認に利用する場合は 
                ±100mm以内）  
・色データ：色データの取得が可能なこと 
     （点群処理時に目視による選別するために利用する） 

精度確認試験結果報告書（例） 

添付する書類 

LS計測精度 現場で精度確認を実施し、結果報告書を作成し添付 

LS精度管理 メーカ推奨の定期点検を実施 

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」 

ソフトウェアのカタログ
レー ザースキャナーを用いた出来形管理
ソフトウェア

LSを 用いた出来形管理要領（土工編）に対

応しています。

3次元座標点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

③出来形管理用ＲＳソフトウェア

①レーザースキャナー本体

基準点座標
データ

出来形管理資料

出来形計測結果
（ＴＩＮファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

④出来形帳票作成ソフトウェア
ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
利用・変換しても良い。
曲線部などの補完に留意すること

③３次元設計データ作成ソフトウェア

３次元設計データ

⑤出来高算出ソフトウェア

カタログ（例） 

取得したデータの信頼度を
担保します 



５．工事基準点の設置 
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 工事基準点設置時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・基準点等の指示 

・既設の基準点の検測 
・現況地盤の確認 
・施工量の算出 

・工事基準点の設置   

・空中写真測量（UAV) 
・LS測量 

本手引き書の対象範囲 

工事基準点の設置 

 UAVやLSを用いた出来形管理では、工事基準点の3次元座標値から幅、長さ等を算出するため、出来形計測
の精度を確保のためには工事基準点の精度確保が重要です。 

 出来形計測が効率的に計測できる位置にTSが設置可能なように工事基準点を複数設置しておくことが有効
です。 

 評定点を計測する場合は、基準点からTSまでの距離、評定点からTSまでの計測距離（斜距離）についての制
限を、3級TSを利用する場合は100m以内（2級TSは150m）です。 

 

 

 

 

起工測量 

面的な地形測量 
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5-1.UAVによる出来形管理を行う場合 

工事基準点の設置時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

UAVによる出来形管理で利用するTS（2級TSか3級TS）を確
認して、工事基準点を配置します。 

 

留意点 

工事基準点 

適切でない工事
基準点例 ☓ 

工事基準点から計測点まで
100m以内とする 
(3級TSの場合） 

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する 

工事基準点 

工事基準点 

☓ 

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置 

検証点 

検証点 

検証点 

評定点 

工事基準点 

・UAVによる出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が3級TSを用いる場
合で100m以内、2級TSを用いる場合で150m以内でなければならない。 

 （1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時） 
 （2）TSの設置位置から評定点までの距離  
 （3）TSの設置位置から検証点までの距離  

・検証点は、既設の基準点や工事基準点を用いても良い。 

・検証点は、評定点と兼ねることはできません。 
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5-2.LSによる出来形管理を行う場合 

工事基準点の設置時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

工事基準点 

適切でない工事
基準点例 ☓ 

工事基準点から計測点まで
100m以内とする 
(3級TSの場合） 

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する 

工事基準点 

工事基準点 

☓ 

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置 

標定点 

標定点 

標定点 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

LSによる出来形管理で利用するTS（2級TSか3級TS）を確認
して、工事基準点を配置します。 

留意点 

・LSによる出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が3級TSを用いる場合
で100m以内、2級TSを用いる場合で150m以内でなければならない。 

 （1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時） 
 （2）TSの設置位置から評定点までの距離  

・ＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法（P50参照）による位置決め機能を有している
場合は、標定点を設置せず計測できます。この場合、ターゲットは基準点あるいは工事基準点上に設
置します。 

工事基準点 



6.測量成果簿の作成 
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 測量成果簿時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・測量成果簿の受理・確認 
   工事基準点の精度管理状況の確認 
   工事基準点の配置状況の確認 

 

・カメラキャリブレーション及び精度確
認試験結果報告書の作成 

・カメラキャリブレーション及び精度確認
試験結果報告書の受理・確認 

本手引き書の対象範囲 

カメラキャリブレーション及び
精度確認試験結果報告書の

作成 

 工事基準点の測量、設置に係わる資料（測量成果と配置状況）を提出します。 

 UAVによる出来形管理の場合には、カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書を
作成し、提出します。 

 

 

 

起工測量 

測量成果簿の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の作成は、UAV空中写真測量で計測し
た都度に作成し提出が必要です。 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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6-1.起工測量 

面的な地形測量時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 着工前の現場形状を把握するための起工測量を面的な地形測量が可能な空中写真測量（ＵＡＶ）やLSを用いて実施し
ます。 

 面的なデータを使用した設計照査を実施する際は、設計形状を示す３次元設計データについて、監督職員との協議を行
い、契約図書として位置付けます。 

 測定精度は、10cm以内とし、計測密度は0.25m2(50cm×50cmメッシュ)あたり１点以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計照査のために、伐採後に地形測量を実施します。 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

面的な地形測量の計測データ作成時の留意点 

    

 

 

 

 

 

 

 自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の地形と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更可能です。 

 ・管理断面間隔より狭い範囲においては、点群座標が存在しない場合は、ＴＩＮで補完することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・UAVやLSで計測した現況地形の計測点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮで表現される起
工測量計測データを作成します。 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 



6-2.精度確認試験の実施・結果の提出の実務内容 UAVによる出来形管理を行う場合 
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カメラキャリブレーションおよび精度確認試験の留意点  実施時期 

 写真測量ソフトウェアから計点群データを算出す
る際に行います。 

 本精度確認は空中真測量 （ＵＡＶ）による計測ごと
行います。 

 実施方法 

 現場に設置した既知点を使用し、空中写真測量か
ら得られた計測点群データ上の検証点の座標を
計測します。 

 検証点の設置 

 真値となる座標は、基準点 あるいは、工事基準上
などの 既知点の座標値や、基準点および工事基
準点を用いて測量した座標値を利用する 。 

 評価基準 

 空中写真による計測結果を既知点などの真値と
比較し、その差が適正であることを確認します。 

 

 

 

 

 

 現場における空中写真測量（ＵＡＶ）の測定精度を確認するために、
現場に設置した２箇所の既知点を使用し、空中写真測量から得られ
た計測点群データ上の検証点の座標と既知点座標を比較し精度確
認試験を行う。 

 【測定精度】 

 各座標値の較差±５cm以内 

取得したデータの信頼度を
担保します 



7.３次元設計データの作成時の実務内容 
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 ３次元設計データの作成時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・３次元設計データの作成 
 
 

・３次元設計データの照査 ・３次元設計データの照査状況の確認 

本手引き書の対象範囲 

３次元設計データの照査 

 ３次元設計データ作成ソフトウェアを用いて、設計図書・基準点設置結果に基づき３次元設計データを作成し
ます。 

 ３次元設計データ作成の作業量は、現場条件（施工延長、変化点等）により異なります。 

 

 

 

 

 

３次元設計データの作成 

または修正 



7-1.3次元設計データの作成 
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===＝ 

３次元設計データの作成手順とイメージ 

工事基準点入力 

平面線形入力 

（測点座標、曲線要素） 

縦断線形入力 

（勾配変化点要素） 

出来形横断面形状入力 

（出来形横断面要素） 

作成手順 

３次元設計データイメージ 

※作成方法の詳細は、次ページ以降を参照してください。 
 また、本作成手順はICT設計データ変換ソフト（ （社）日本

建設機械化協会 施工技術総合研究所より無償で入手）を
用いた場合の例です。 

縦断線形 

縦断曲線長VCL 

縦断変化点座標 

円曲線 

IP EP座標 

直線 緩和曲線 

（クロソイド） 

緩和曲線 

（クロソイド） 

直線 

BP座標 平面線形 

道路中心線 

（又は堤防法線） 

出来形横断面形状 

要素高 

勾配(%) 

勾配
(1:x) 

道路幅 

座標系入力 

 

 

 

・３次元設計データ作成ソフトウェアは道路中心線形データの読み込みが可能です。 

・道路中心線形データを読み込む場合、平面線形入力作業および縦断線形入力作業の簡略化が可能です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

道路中心線形データが詳細設計等で納品されている場合について 参考 



7-1.3次元設計データの作成 
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座標系入力イメージ 

 工事で基準とする座標系を入力します。 

 

 

 

 

入力 

測地系選択 

水平座標系選択 

※以降、サンプル画面は、ICT設計データ変換ソフト（ （社）日本建設
機械化協会 施工技術総合研究所より無償で入手）の画面を貼付 



7-1.3次元設計データの作成 
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工事基準点入力イメージ 

 TS設置時に利用する工事基準点座標を測量結果や平
面図等から入力します。 
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測量結果サンプル（基準点網図） 

No.3 

No.2 

平面図サンプル 

水準点T-1 

水準点T-2 

水準点T-3 

入力項目イメージ 

測量結果、平面図からの入力項目 
①基準点,水準点の設定 
  No.1:基準点（X,Y,Z） 
    ・  ・ ・・ 
  T-1 :水準点（X,Y,Z） 
         ・  ・ ・・             

基準点No.3 

基準点No.1 

基準点No.2 

T-3 

T-2 No.1 

T-1 

入力 

X座標 

Y座標 

Z座標 

X座標 Y座標 

Z座標 

入力画面サンプル 

工事基準点入力後画面（サンプル） 

入
力

 
入

力
 



7-1.3次元設計データの作成 
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平面線形入力イメージ 

 線形計算書や平面図を参照し、平面線形要素を入力し
ます。 

 

 

 

 

縦断図サンプル 

入力画面サンプル 

入力 

起点、 

変化点 累加距離 標高 VCL 

縦断線形要素入力後画面（サンプル） 

縦断図からの入力項目 
①起点の設定 
  起点：累加距離、標高 
②変化点の設定 
  変化点：累加距離、標高H、縦断曲線長VCL 

縦断線形 

縦断曲線長VCL 

縦断勾配変化点 

起点 

変化点 

累加距離、標高H 

入
力

 

BP 

EP 

測点1 

測点2  

測点3 

測点4 

入力項目イメージ 

高さが与えられ、縦
断方向の壁が構築
される。 



7-1.3次元設計データの作成 

27 

横断線形入力イメージ 

 管理断面を設定します。 

 横断図を参照し、中心線からの横断距離、高低
差を取得します。 

 横断面形状（幅、基準高、法長）を設定します。 

 

 

 

 

横断図サンプル 

横断図からの入力項目 
①道路面の設定 
   道路幅、横断勾配 
②法面の設定 
   法長、法面勾配、要素高 

道路中心線 

（又は堤防法線） 

横断面形状 

要素高 

勾配(%) 

勾配
(1:x) 

道路幅 

横断線形要素入力画面（サンプル） 

入力 

道路幅 
横断勾配 

法長 

要素高 

管理断面入力画面（サンプル） 

管理断面 

入力 

入力 

BP 

EP 

測点1 

測 点
2  

測点3 

測点4 

入力項目イメージ 

測点に横断面
が与えられ、
横断方向の壁
が構築される。 

入
力

 



7-1．3次元設計データの作成 
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設計図面（平面図・縦断図・横断図）の取り込みイメージ 

2次元CAD図面 

3次元設計データ作成ソフトウェア
（CAD図面の取込み機能有り） 

縦断図サンプル 
入力画面サンプル 

縦断曲長VCLをク
リック 

縦断曲線長VCL
を自動入力 

読込 

入力 

 

 

 

・CAD図面の取込機能を有する基本設計データ作成ソフトウェアを用いる場合、基本設計データの作成作
業が省力化されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAD図面取込機能を利用した施工管理用3次元データの作成 参考 



7-2.3次元設計データの照査 
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３次元設計データの照査イメージ 

 設計図書と３次元設計データとを照合し、設計
図書の不備および入力ミス等がないかを確認し
ます。 

 UAVやLSによる出来形管理では、３次元設計デ

ータに不備があると、出来形計測値の精度管理
ができなくなります。 

 確認項目は、「空中写真測量（無人航空機）を用
いた出来形管理の監督・検査要領（案）（土工編
）[H28.3]（国土交通省）」、 「レーザースキャナー

を用いた出来形管理の監督・検査要領（案）（土
工編）[H28.3]（国土交通省）」に掲載されている
チェックシートに従うこととします。 

  参考URL: 

http://www.mlit.go.jp/common/001124403.pdf

http://www.mlit.go.jp/common/001124405.pdf 

 

 

 

 

比較 

紙図面・2次元CADデータ上で記載内容を目
視確認 

基本設計データ作成ソフトウェア
上で入力データを目視確認 

チェック入り図面 チェックシート 

チェック部分 

データの整
合性を確認 

3次元設計データと2次元CADデータとの各データ
に相違がないことを確認し、チェックシートを監督
職員へ提出します 

http://www.mlit.go.jp/common/001124403.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001124403.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001124405.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001124405.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001124405.pdf


7-2.3次元設計データ作成の照査 

平成   年   月   日 

                                 工 事 名：              

                                 受注会社名：              

                                 作 成 者：           印  

３次元設計データチェックシート 
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（様式－１） 

※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※２ 受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の請求があ
った場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。 

     ・工事基準点リスト（チェック入り） 

     ・線形計算書（チェック入り） 

     ・平面図（チェック入り） 

     ・縦断図（チェック入り） 

     ・横断図（チェック入り）  

     ・3 次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物） 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。 

工事基準点は、事前に監督職員に提出してい
る工事基準点の測量結果と対比し、確認します。 

平面図及び線形計算書と対比し、確認します。 

縦断図と対比し、確認します。 

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項
目の箇所と寸法にチェックを記入します。 

・３次元設計データから横断図を作成し、設計
図書と重ね合わせて確認します。 

３次元設計データと設計図書の照合に用いた
資料は整備・保管し、監督職員から資料請求が
あった場合には、速やかに提示します。 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？  

５）３次元設計 

データ 
全延長 

・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計データ 

は同一となっているか？ 
 

 

・３次元設計データの入力要素と３次元設計
データ（ＴＩＮ）を重畳し、同一性が確認可能な３
次元表示した図を提出します。 

３次元設計データチェックシートの提出の留意点 



7-2.3次元設計データの照査 
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基準点の確認（例） 横断図の確認（例） 

データ重ね合わせによる横断図の確認（例） 

入力したデータと設計図面
の数値をチェック 

作成したデータと図面の 

形状を重ねてチェック 

作成したデータと設計図面の 

数値をチェック 

ｿﾌﾄｳｪｱによる表示あるいは印刷物の 

３次元ビューの確認（例） 
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入力ミス 
（横断データ） 

入力ミス 
（縦断データ） 

入力ミス 
（構成点データ） 

7-2.3次元設計データの照査 

 ３次元設計データ作成ソフトには、入力結果を立体視することが可能（ビューワ機能）となってます。             
このため、本機能を活用することにより３次元設計データが正しく入力されているか確認が可能です。 

 なお、３次元設計データ作成ソフトメーカーからは、無償ビューワー付ファイルを作成するソフトが販売されています。 

 

 

 

 

 

 

3次元ビューでの確認例 



8.設計図書の照査 
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 設計図書の照査時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・設計図面（線形計算書・平面図・縦断
図・横断図）の貸与 

・3次元設計データの貸与 
 ※3次元設計データを発注者から提供
する場合のみ 

・従来の設計図書の照査 

・当該工事現場の仕上がり計上の確
定 

・当該工事現場の出来形管理箇所の
確定 

本手引き書の対象範囲 

設計図書等の照査 

 受注者は照査に必要な設計図書を入手し、設計図書に不備や不整合が無いことを照査します。 
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３次元設計データの作成に必要なデータ 

横断図と直交する中心線のデータを確定 
３次元設計データイメージ 

道路中心線形 

（又は堤防法線） 

出来形横断面形状 

線形計算書サンプル 

縦断図サンプル 

横断図サンプル 横断図サンプル 

W1 
W2 

H5 H1 

H2 
H3 H4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁張り設置に必要な情報と同じです。 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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 施工計画書（工事編）の作成の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・施工計画書（工事編）の作成 ・施工計画書（工事編）の受理・確認 

本手引き書の対象範囲 

施工計画書（工事編）の作成 

 UAVやLSによる出来形管理では、施工計画書に適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・
出来形写真管理基準を記載します。 

 施工計画書には、使用するシステムの機能および精度が要領に準拠していることを確認できる資料（メーカパ
ンフレット等）を添付します。 
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施工計画書(工事編)への記載事項 

 適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形写真管理基準を記載します。 
 
 利用するUAV・LS・ソフトウェア等を記載します。 

 

 UAVまたはLSによる出来形管理の選定の際に確認した以下の資料等を添付します。 
   ・ソフトウェアの有する機能が記載されたメーカパンフレット等 
  ・UAVやLSの精度を適正に管理していることを証明する検定書あるいは校正証明書 

施工計画記載例： http://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-proposal.html#04 
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 出来形管理時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・施工管理3次元データのICT建機への搭載 
・UAVによる出来形計測 
・LSによる出来形計測 
・データ処理 

・出来形管理帳票の作成 ・出来形管理帳票の受理・確認 

本手引き書の対象範囲 

出来形管理帳票の作成 

 

 

 

 

 

 

出来形計測 

37 
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出来形計測箇所 

法肩、法尻から水平方
向に±５ｃｍ以内に存在
する計測点は、標高較
差の評価から除く。同様
に、標高方向に±５ｃｍ
以内にある計測点は水
平較差の評価から除く。 

出来形計測箇所の留意点 

 法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±５ｃｍ以内に存在する計測点は評価から外すことができます。 

 ＬＳによる出来形管理で計測する３次元座標は、天端面、法面の全ての範囲で３次元座標値を取得し、
出来形計測データを作成します。 

 また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、小段部
の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全ての範囲
で１０ｃｍメッシュに１点以上の出来形座標値を取得します。 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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河川土工 道路土工 

天端

小段

注１：個々の計測値の規格値には計測精度として±５０ｍｍが含まれています。 
注２：計測は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または、水平較差を算出する。 
    計測密度は１点／m2（平面投影面積当たり）以上とします。 
注３：法肩、法尻から水平方向に±５ｃｍ以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±５ｃｍ以内にある計測点は水平 
       較差の評価から除きます。 
注４：評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も 
       厳しい値を採用します。 
※ここでの勾配は、鉛直方向の長さ１に対する水平方向の長さXをX割と表したものです。 

出来形管理基準及び規格値の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・測定箇所は、平場面、天端面、法面の全面の標高較差または、水平較差とします。（現行の土
木工事施工管理基準に定められた基準高、法長、幅とは異なる ） 

・法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±５ｃｍ以内に存在する計測点は標高較差の評価から除
きます。 

・同様に鉛直方向に±５ｃｍ以内にある計測点は水平較差の評価から除きます。 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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撮影計画立案時の留意点 

 進行方向のラップ率は９０％以上にします。 

 隣接コースとのラップ率は６０％以上にします。 

 対地高度は、５０ｍ程度とし、地上画素寸法は１
ｃｍ／画素以下にします。 

 高低差があり、等高度での一度の撮影ではモデ
ル全体の地上画素寸法が確保できない場合は
、飛行を数回に分けることを検討します。 

 山間の場合、ＧＮＳＳ電波の補足ができないこと
もあるため、自動航行ができなくなることから、
手動航行の準備をしておきます。 

 

 

 

 

撮影計画の例 

空中写真の重複度 

空中写真の重複度は、三次元点群データの要求精度にかかわらず同一
コース内の隣接空中写真間で90%以上、隣接コースの空中写真間で
60%以上と規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路および飛行高度を算出するソフトウェア
を用いて揚重能力とバッテリー容量に留意のうえ、飛行計画を立案します。 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

評定点：既知点 

撮影計画 
１）撮影方法 

２）計測性能 

地上画素数 
１ｃｍ／1画素（カメラ画素数（2400万画素）
で飛行高度50mの場合 

３)安全管理 
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評定点及び検証点の設置・計測の留意点 

 計測精度を確保するための標定点の設置の条件は、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）」（国土
地理院）（以下UAVマニュアルとする）における要求精度±50mmの規定を参考とし、以下を標準としま
す。 

 標定点は、計測対象範囲を包括するように、UAVマニュアルにおける外部標定点として撮影区域
外縁に１００ｍ以内の間隔となるように設置するとともに、UAVマニュアルにおける内部標定点と
して天端上に２００ｍ間隔程度を目安に設置します。 

 標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が得られる
計測方法をとります。 

 検証点は、UAVマニュアルにおける外部標定点及び内部検証点として天端上に２００ｍ以内の間

隔となるように設置します。標定点として設置したものと交互になるようにすることが望ましく、計
測範囲が狭い場合については、最低２箇所設置します。精度確認用の検証点は、標定点として利
用できません。 

300m 

計測対象範囲 内部評定点 

1
0

0
m

 

外部評定点 

200m 検証点 

150m 150m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・標定点および検証点は工事基準点、あるいは工事基準点からＴＳを用いて計測を行います。 

・標定点および検証点は空中写真測量（ＵＡＶ）による出来形計測中に動かないように固定します。 
ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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空中写真測量の実施時の留意点 

①撮影飛行 

 空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配
置されている場合は、地形面のデータが取得できません。このため、可能な限り出来形の地形面が
露出している状況での計測を行います。また、次のような条件では適正な計測が行えないので十分
気をつけます。 

 強風や突風の恐れのある気象条件 

 写真が鮮明に撮れないなど暗い場合 

 日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合 

 草や木などで地面が覆われている場合 

 

②自動航行を行わない場合の留意点 

 自動航行を行わない場合の計測精度を確保するための所定の条件は以下を標準とします。 

 同一コースは、直線かつ等高線の撮影となるように飛行します。 

 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最
低1モデル（２枚の空中写真の組み合わせ）以上形成できるように飛行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空中写真測量の実施にあたっては、航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の
審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成し、マニュアルに沿って安全に留意して行
います。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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計測点群データの作成時の留意点 

①撮影飛写真測量ソフトウェアに関する留意事項 

 カメラキャリブレーションの結果は、計測精度に影響を与えるため、留意します。 

 ＵＡＶの飛行ログデータを使用したデータ処理が行える場合は、利用することもできます。 

 

②点群処理ソフトウェアに関する留意事項 

 処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＵＡＶにて撮影した空中写真を写真測量ソフトウェアに読込み、地形や地物の座標値を算出し、
算出した地形の３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作成しま
す。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＵＡＶにて撮影した空中写真を写真測量ソフトウェアに読込み、地形や地物の座標値を算出し、
算出した地形の３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作成しま
す。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

精度確認時の留意点 

 精度確認の結果、必要な精度を満たさない場合は、写真測量ソフトウェアでの処理を再度実施するなど
の前のステップに戻って再度実施します。 
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LS設置時の留意点 

 出来形計測点を効率的に取得できる位置にＬＳを設置します。 

 ＬＳのレーザーと被計測対象物が、できるだけ正対した位置関係になるように設置します。 

 ＬＳは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定します。 

・計測範囲に対してＬＳの入射角が著しく低下する場合や、１回の計測で不可視となる範囲がある
場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定します。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

実証実験結果では・・・ 

２００ｍで入射角が１０度の場合、水平精度±２０ｍｍ、高さでは±５０ｍｍ程度の精度の低下が見られる。 

⇒入射角が小さくなる場合は、LSの設置位置を高くする、LSの位置を変更するなどの配慮が必要です。 

計測面 

入射角 
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評定点の設置・計測時の留意点 

 標定点は、計測対象箇所の最外周部に４箇所以上配置します。 

 ＴＳから基準点および標定点までの距離に応じて、以下の関係とします。 

    ⇒３級TSの場合 ： １００ｍ以下 

    ⇒２級TSの場合 ： １５０ｍ以下 

 ＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定
点を設置せず計測ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成す
る場合は、標定点を設置する。標定点は工事基準点からＴＳを用いて計測を行います。 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

TSを使った後方交会法による位置決めの例 
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出来形計測時の留意点 

①計測密度設定の留意点 

 ＬＳと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、最も入射角が低下する箇所で設定します。 

 必要に応じてＬＳの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意します。 

 

②測定時の留意点 

 可能な限り出来形の地形面が露出している状況で計測します。 

 以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意します。 

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象 

 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合 

 強風などで土埃などが大量に舞っている場合 

 草や木などで地面が覆われている場所 

 ＬＳ計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮し
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出来形計測にあたっては、計測対象範囲内で100cm2（10cmメッシュ）に１点以上の計測点が得
られる設定で計測を行います。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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出来形写真管理基準の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＡＶ出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。 

①撮影頻度の変更 

②空中写真測量（ＵＡＶ）で撮影した写真の納品をもって、写真撮影に代える 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

工種 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

掘削工 
土質等の判別 地質が変わる毎に１回 [掘削中] 代表箇所 各１枚 

法長（法面） 撮影毎に１回 [掘削後] 
写真測量に使用した 
すべての画像 

[道路] 路体盛土工 
     路床盛土工 
[河川] 盛土工 

巻出し厚 ２００ｍに１回 [巻出し時] 
代表箇所 各１枚 

締固め状況 
転圧機械又は地質が変わる毎に 
１回 [締固め時] 

法長（法面） 
幅（天端） 

撮影毎に１回 [施工後] 
写真測量に使用した 
すべての画像 

写真撮影例 

区分 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

施工状況 
図面との 
不一致 

図面と現地との
不一致の写真 

撮影毎に１回 [発生時] 
写真測量に使用した 
すべての画像 



工事名：○○工事
撮影日：○年○月○日

撮影項目：河川土工（盛土部）
NO.4～NO.6 天端面

10-4.LSによる出来形管理の場合の写真管理 

工種 
写真管理項目 

撮影項目 
撮影頻度 

[時期] 
提出頻度 

掘削工 

土質等の
判別 

地質が変わる毎に１回[掘削中] 
代表箇所 

各１枚 
法長(法面) 

計測毎に１回 
[掘削後] 

[道路] 
  路体盛土工 
  路床盛土工 
[河川] 
  盛土工 

巻出し厚 ２００ｍに１回[巻出し時] 

代表箇所 
各１枚 

締固め 
状況 

転圧機械又は地質が変わる毎に１回 
[締固め時] 

法長(法面） 

幅（天端） 
計測毎に１回 

[施工後] 

出来形管理写真（例） 

 

① 工事名 

② 工種等 

③ 出来形計測範囲 

  （始点側測点～終点側測点・左右の範囲）   

黒板への記載項目 

48 

黒板(記載ｲﾒｰｼﾞ) 

ＬＳ 

出来形写真管理基準の留意点 

（※上表のほか、施工状況撮影も追加あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＳ出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。 

①撮影頻度の変更 

②黒板への記載項目の軽減 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 
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出来形管理図表 作成の流れ 

肩・尻が確実に取得できない（しない）場合

累積誤差の無い上限と
下限を設ける

あいまいな変化点を除
外し、要求される平面
部分で管理を行う

出来形の評価対象範囲

出来形管理で施工誤差
が許容されている範囲を
除外した部分

比較範囲

設計面データレーザースキャナーによる出来形面データ

面データ同士の差異の
色分け表示および解析

出来形計測結果の面的なばらつきによる評価

天端部出来形分布図

N
o

.1

N
o

.2

N
o

.3

管理箇所

W
設

計
-2
Δ
W

ΔW（-50MM）ΔW（-50MM） W設計

空中写真測量（ＵＡＶ）による
出来形計測データ

３次元設計データ

肩・尻が確実に取得できない（しない）場合

累積誤差の無い上限と
下限を設ける

あいまいな変化点を除
外し、要求される平面
部分で管理を行う

出来形計測の評価範
囲は、法肩、法尻など
の変化点から水平方
向にそれぞれ±5cm

以内を除外してもよい。

出来形計測箇所

３次元設計データと出来形評価
用データの各ポイントとの離れ
量の算出および色分け表示

法肩、法尻から水平方
向に±５ｃｍ以内に存在
する計測点は、標高較
差の評価から除く。同様
に、標高方向に±５ｃｍ
以内にある計測点は水
平較差の評価から除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出来形管理資料を｢出来形帳票作成ソフトウェア」により作成することで、帳票を作成、保存、印
刷ができます。 

・出来形管理図表は、出来形確認箇所（平場、天端、法面）ごとに作成します。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 



10-5.出来形管理帳票の作成 
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作成帳票例（出来形管理図表） 

・平均値 

・最大値 

・最小値 

・データ数 

・評価面積 

・棄却点数 

 

を表形式で
整理 

・離れの計算結果の
規格値に対する割合
を示すヒートマップと
して 

-100%～+100%の範
囲で結果を色分け。 

 

・±50%の前後、
±80%の前後が区別
できるように別の色で
明示。 

 

・データのポイント毎
に結果をプロット。 

規格値の50%以内に収まっている計測点の個数、規格値の80%以
内に収まっている計測点の個数を明示することが望ましい。 

出来形管理帳票の作成時の留意点 

 ３次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）により出来形
の良否判定を行います。 

 出来形管理基準上の管理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用
データの各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図にて明示します。 



11.電子成果品の作成 
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 電子成果品の作成の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容 

・電子成果品の作成 ・電子成果品の受理・確認 

本手引き書の対象範囲 

電子成果品の作成 

 UAVやLSによる出来形管理では、出来形管理や数量算出の結果等の工事書類（電子成果品）が、「工事完
成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納して提出します。 

 

 

 

 

 

 



11-1.UAVによる出来形管理の場合 
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ファイル命名規則 

電子成果品に作成・提出時の留意点 

電子成果品として、 

 ①３次元設計データ 

 ②出来形管理資料 

 ③空中写真測量(UAV)による出来形評価用データ 

 ④空中写真測量(UAV)による出来形計測データ 

 ⑤空中写真測量(UAV)による計測点群データ 

 ⑥工事基準点および標定点データ 

 ⑦空中写真測量(UAV)で撮影したデジタル写真 

を「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納するファイル名は、空中写真測量(UAV)を用いた出来形管理資料が特定できるように記入
します。 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 



11-2.UAVによる出来形管理の場合 
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ファイル命名規則 

電子成果品に作成・提出時の留意点 

電子成果品として、 

 ①３次元設計データ 

 ②出来形管理資料 

 ③LSによる出来形評価用データ 

 ④LSによる出来形計測データ 

 ⑤LSによる計測点群データ 

 ⑥工事基準点および標定点データ 

を「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納するファイル名は、LSを用いた出来形管理資料が特定できるように記入します。 ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 



12.監督職員の監督内容 
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監督職員の確認内容の概要 

UAVによる出来形管理の場合                  LSによる出来形管理の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・UAVやLSによる出来形管理を実施した場合の監督方法は、従来と異なり、 

「空中写真測量（ＵＡＶ）を用いた出来形管理の監督・検査要領」や「レーザースキャナーを用いた
出来形管理の監督・検査要領」に従って実施されます。 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 



13.検査 
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 検査時の実施内容と解説事項 

フロー 受注者の実務内容 検査職員の実務内容 

・ICT活用工事に係わる書面検査 
・出来形計測に係わる書面検査 

・出来形計測に係わる実地検査 

フロー 受注者の実務内容 監督職員・検査職員の実務内容 

・工事成績評定 

本手引き書の対象範囲 

実地検査 

 書面検査は、パソコンを使って、納品された電子成果品を確認します。 

 実地検査は、現地に出向き設計値と実測値を計測して確認します。 

 検査終了後、監督職員及び検査職員により工事成績評定においての
ICT活用について評価が行われます。 

 

 

 

書面検査 

☆ポイント 
電子で検査します。 



13-1.書面検査 
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書面検査時の検査職員の確認内容の概要 

 UAVやＬＳを用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容 

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画書の受理・記載
事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認します。 

 

 設計図書の３次元化に係わる確認 

設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿で確認します。 

 

 UAVやＬＳを用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等 

出来形管理に利用する工事基準点や標定点について、受注者から測量結果が提出されていること
を、工事打合せ簿で確認します。 

 

 ３次元設計データチェックシートの確認 

３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「３次元設計デー
タチェックシート」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認します。 

 

 UAVやＬＳを用いた出来形管理に係わる精度確認試験結果報告書の確認 

UAVやＬＳを用いた出来形計測が適正な計測精度を満たしているかについて、受注者が確認した「
精度確認試験結果報告書」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認します。 



13-1.書面検査 
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書面検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要 

 ＬＳを用いた出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認 

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに規格値を満足
しているか否かを確認します。 

バラツキについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合をプロットした分布図の凡例
に従い判定します。 

出来形管理図表 作成例 （合格の場合） 出来形管理図表 作成例 （異常値有の場合） 



13-1.書面検査 
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書面検査時の検査職員の確認内容の概要 

 品質管理及び出来形管理写真の確認 

「品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認します。 

 

 電子成果品の確認 

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類（電子成果品）が、「工事完成図書の電子納品等要領」
で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確認します。 

UAVによる出来形管理
の場合 

LSによる出来形管理の
場合 



13-2.実地検査 
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実地検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要 

 検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳ等を用いて、現地で自らが指定した箇所の
出来形計測を行い、３次元設データの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを検査します。 

 検査の頻度は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでいう断面とは厳格に管理断面を示すものでなく、概ね同一断面上の数カ所の標高を計測することを
想定しています。 

 なお、新基準を適用できない場合は、従来の代表断面における幅、法長、基準高などの設計値と実測値
の比較による検査を行ってもよいこととなっています。ただし、検査頻度は、代表断面１断面です。 

 

 



書面検査時 

   検査職員は、電子納品物から出来形管理データを表示させて、自らが指定した箇所の３次元設データ 

  の設計面の位置並びに標高、受注者が計測した出来形管理値の計測結果をメモします。 

 

 

 

 

 

 

実地検査時 

   検査職員は、現地では出来形管理用TSやGNSSローバーの誘導機能を使用して、自らが指定した箇 

  所の出来形計測を行い、３次元設データの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを検査しま 

  す。 

 

 

13-2.実地検査 
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実地検査時の検査職員の出来形管理の確認手順の例 

（場合によっては確認手順が逆とする場合もあります） 



13-2.実地検査 
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出来形管理用TSを用いた実地検査の内容の概要 

TSによる出来形計測の任意断面メージ 

任意管理断面 

（3次元設計データあり） 

3次元設計データイメージ 

任意計測断面の
設計値を自動算出 

任意管理断面 

ΔH 

NO.2＋15.312 

任意点での高さの差が確認で
きる機能 
①計測箇所の断面位置 
②計測箇所における設計高さ

との差 

任意点の出来形管理 

工事基準点 

工事基準点 



13-2.実地検査 
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GNSSローバーを用いた実地検査の内容の概要 

GNSSローバーによる出来形計測の任意断面メージ 

任意管理断面 

（3次元設計データあり） 

3次元設計データイメージ 

任意計測断面の
設計値を自動算出 

任意管理断面 

工事基準点 

工事基準点 

（固定局） 

ΔH 

NO.2＋15.312 

任意点での高さの差が確認で
きる機能 
①計測箇所の断面位置 
②計測箇所における設計高さ

との差 

任意点の出来形管理 



63 

ＧＮＳＳローバーを工事検査で利用する際の留意事項 

13-2.実地検査 

RTK法又はネットワーク型RTK法を使用する場合には、公共測量の「作業規程の準則」第４編第２章の路線測量
（線形決定又は横断測量）に定める方法を準用し、〇FIX解※が安定して得られることを確認します。 

 

また、次のような場合には、できる限り使用を避けてください。 

  〇森林の中の道路、ダム擁壁の近傍、谷底など、十分な上空視界が確保できない場合 

  〇FIX解が安定して得られない場合 

 

さらに、次のような環境では、使用しないでください。 

  〇FIX解が得られない場合 

 

なお、使用衛星については、GPSに加えてGLONASS、準天頂衛星も使用することが望ましいとされています。 

 

    ※「FIX解」とは、位置が一定の信頼度で求まっている解のこと。 

     これが安定的に得られている場合、求められた位置がより確からしいものであると考えてよいと 

     なっています。 

     なお、このほかにFLOAT解がありますがが、これは暫定的な解でFIX解と比べて信頼度が劣る 

     ため、ここでは用いていません。 

     FIX解が得られているかどうかは、受信機に明示されます。 



14.岩線計測・計測データの作成 

64 

設計変更のために必要な場合は、岩区分の境界を把握するための岩線計測を、面的な地形計測
が可能なUAVやＬＳを用いて実施します。 

岩線計測の留意点 

UAVやＬＳで計測した岩線の計測点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮで表現される岩線計測
データを作成します。 

岩線計測データ作成の留意点 

 面的なデータを使用して設計変更の根拠資料とする際は、設計形状を示す３次元設計データについて、監
督職員との協議を行い、設計図書として位置付けます。 

 測定精度は、10cm以内とし、計測密度は0.25m2(50cm×50cmメッシュ)あたり１点以上とします。 

 

 

 自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の出来形計測と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更可能です。 

 管理断面間隔より狭い範囲においては、点群座標が存在しない場合は、ＴＩＮで補完することができます。 

 別の計測日の計測点群データをそれぞれ重畳して１つの岩線計測データを作成することもできます。 

 

 



14-1.土（岩）の分類の境界 変化位置確認 

出典：公共工事の監督と平成27年9月2日 四国地方整備局企画部技術検査官 
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土(岩)質の確認と、変化位置の確認箇所のマーキング方法は従来と
変わり有りません。 



14-2.土（岩）の分類の境界が変化したときの処理フロー① 

例：頻度は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の
　　状況と一致しない時

     ・岩線計測データの取得方法を記載します

土（岩）の変化発生
施工管理記録の作成
　・土（岩）の変化位置
　　　従来：レベルとテープ等により高さとCLからの離れを測量
　　　　　　　自主管理の横断図を作成
　　　UAV/LS：－
　　　TS：TSにより位置/高さを測量
　　　　　　　自主管理の横断図等を作成
・土（岩）の質
　　　現状：シュミットハンマーなどで確認
　　　UAV/LS：シュミットハンマーなどで確認
　　　TS：シュミットハンマーなどで確認
写真の撮影
但し、監督職員が臨場した箇所は、出来形管理写真の撮影は省略できます　

発注者 受注者

施工計画書 作成

段階確認の頻度 指示 了解

施工予定表（実地分、机上分） 作成受理

通知書（実地分、机上分） 通知 ※ 受理

施工計画書の受理

ポイント 

実地と机上の2回に
分けて確認 

※従来並びにTS測量による場合は実地分のみの通知します。 

66 



14-2.土（岩）の分類の境界が変化したときの処理フロー② 

段階確認（実地） 臨場
土（岩）の変化位置を確認
　　　従来：レベルとテープ等により高さとCLからの離れを確認
　　　UAV/LS：確認した変化位置にマーキングを設置
　　　TS：TSにより位置と高さを確認
土（岩）の質を確認　
　　　従来：シュミットハンマーなどで確認
　　　UAV/LS：シュミットハンマーなどで確認
　　　TS ：シュミットハンマーなどで確認

土（岩）の変化位置
　　　従来：－
　　　UAV/LS:変化位置の確認箇所のマーキングを含めて断面形状を測量
　　　TS：-

段階確認（机上） 臨場
土（岩）の変化位置を確認 土（岩）の変化位置
　　　従来：－ 　　　従来：－
　　　UAV/LS：確認した変化位置のマーキングの位置・高さを含めて確認 　　　UAV/LS：施工管理記録、写真等の資料を提示
　　　TS：- 　　　TS：-

自主管理の横断図を出来形管理図に転用する

発注者 受注者

確認書（実地分：土（岩）の質） 通知 受理

確認書（机上分：土（岩）の変化位置） 通知 受理

ポイント 

実地確認後にUAVや
LS測量を実施 

※従来並びにTS測量による場合は、段階確認（机上）を実施しません。 
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14-2.土（岩）の分類の境界が変化したときの処理フロー③ 

最後は全てを合成して出来形管理図表を作成

設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の
状況と一致しない場合

発注者 受注者

土（岩）の分離の境界不一致 協議受理

設計図書の変更 指示

出来形管理資料（表、図面、写真） 提出受理

了解

監督職員の確認を受けた書面 提出受理

ポイント 

確認結果を基に 

変更設計図書化 

68 



14-3.岩線計測データの取得方法  

69 

空中写真測量 

 起工測量 

空中写真測量① 

空中写真測量② 

空中写真測量③ 

取得方法の例１： 
水平に盤下げし、その都度UAVまたはLSによる
測量にて土（岩）の分類の境界線を取得します 

スライス状に得られた境界線データを角（エッジ
面）にしてつなぎ合わせて土（岩）の分類の境界
面データを得ます 



14-3.岩線計測データの取得方法  

70 

空中写真測量① 

空中写真測量② 

空中写真測量③ 

空中写真測量④ 

取得方法の例２： 
盤下げして岩面を表出し、その都度UAVまたはLSに

よる測量にて土（岩）の分類の境界面データを取得
します 

岩面データをつなぎ合わせて一つの土（岩）の分類
の境界面データを得ます 

空中写真測量 

 起工測量 



14-3.岩線計測データの取得方法  
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TS測量① 

TS測量② 

TS測量③ 

TS測量④ 

取得方法の例3： 
盤下げして岩面を表出し、その都度TS測量にて土
（岩）の分類の境界面データを取得します 

岩面データをつなぎ合わせて一つの土（岩）の分類
の境界面データを得ます 

TS測量 

 起工測量 

  TS測量① 

  TS測量② 

  TS測量③ 

TS測量① 
TS測量③ 

TS測量② 

※TS測量による場合は、UAV/LS測量と同様に測定精度は10cm 

 以内、計測密度は0.25m2（50cm×50cm）あたり1点以上です。 



14-3.岩線計測データの取得方法  
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従来測量① 

従来測量② 

従来測量③ 

従来測量④ 

取得方法の例４： 

盤下げして岩面を表出し、その都度従来の測量方
法（TSまたはレベルとテープ）で横断方向の岩線
データを取得します 

横断方向の岩線データをつなぎ合わせて一つの土
（岩）の分類の境界面データを得ます 

従来測量 

 起工測量 

変化確認位置 

  従来測量① 

  従来測量② 

  従来測量③ 

従来測量① 

従来測量② 

従来測量③ ２
０

ｍ
 

２
０

ｍ
 



15.部分払い用出来高計測 

73 

出来高部分払い方式を選択した場合、簡便な数量算出方法としてUAVやＬＳによる地形測量を利
用できます。 

この時の部分払い出来高算出結果については、算出値の９割を上限に計上します。 

留意点 

 出来高計測に基づく算出値を１００％計上しない場合、精度を落とした簡便な算出方法を利用できます。 

 簡便な数量算出方法の精度確認については、検証点は天場上４００ｍ以内の間隔とし、精度は±２００ｍｍ
以内であれば良い。計測密度は0.25m2(50cm×50cmメッシュ)あたり１点以上とします。 

 地上画素寸法は、要求精度が0.2mであることを踏まえて適宜設定します。 

 

 



16.数量算出（起工測量，岩線計測） 
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・取得した起工測量計測データ，岩線計測データ（どちらもＴＩＮデータ）と、３次元設計データ（ＴＩＮ
データ）から数量算出を行います。 

・数量の算出方法は、平均断面法または、３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた方法があります。 

設計照査のための数量算出イメージ 設計変更（岩区分）のための数量算出イメージ 

現況地形

設計形状

起工測量計測データ（TIN）

３次元設計データ（TIN）

数量計算書

起工測量計測データと３次元
設計データを用いた数量算出

メッシュ法などによる数量算出

岩線計測データ（TIN）

数量計算書

メッシュ法などによる数量算出

岩線計測データと３次元設計
データを用いた数量算出 ３次元設計データ（TIN）

空中写真測量③

空中写真測量①
空中写真測量②

ＬＳ計測① 
ＬＳ計測② 

ＬＳ計測③ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1６.数量算出 

出来形計測と同位置において、施工前あるいは事前の地形データがＬＳ等で計測されており、契
約条件として認められている場合は、UAVやＬＳによる出来形計測結果を用いて、出来形数量の
算出を行うことができます。 
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点高法による数量算出の条件と適用イメージ 

・数量計算方法については、監督職員と協議を行います。 

  ※標準とする体積算出方法は 

     ① 点高法、② ＴＩＮ分割等を用いた求積、③ プリズモイダル法 

 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

 受注者は、UAVやＬＳによる計測点群データを基に平均断面法または、３次元ＣＡＤソフトウェア等を用い
た方式により数量算出を行うことができます。 

 

 

  

掘削 土   

盛土   

ﾒｯｼｭを細かく設定することでより精度の 
高い数量算出が可能 （一辺は 0.5m 以下とす 
る）   

各ﾒｯｼｭの施工前・後の標高差   
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ＭＣ／ＭＧ施工
・重機の日当たり

施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合わせ
て施工

測量
設計・
施工計画

検査従来施工

測量の実施

平面図 縦断図

横断図
設計図から施工
土量を算出

施工

ドローン等による３次元測量

情報化施工
活用工事 ３次元

データ作成

書類による検査

測量 検査

３次元
数量算出

施工者の任意データ

施工

３次元設計
データ作成

ドローン等による写真測量等により、短時
間で面的（高密度）な３次元測量を実施

３次元設計データ作成

設計・
施工計画

書類作成

３次元
データ
納品

３次元モ
デルによ
る検査

ドローン等による３次
元出来形管理

多点観測を前提とした面的な
施工管理基準の設定

３次元モデルによる検査

情報化施工に使用するデータを設計
時に作成 ３次元設計ﾃﾞｰﾀとの差を面的に評価

ＩＣＴ技術の全面的な活用（土工）の概要

３次元
起工測量

３次元
出来形管理

３次元
測量

1



測量 設計 施工

ＩＣＴ土工におけるデータの流れ

詳細設計（２次元）

詳細設計
（２次元または、

３次元）

情報化施工用
3次元データ

作成

起工測量
設計照査

起工測量
設計照査

３次元設計
データの修正

情報化施工

情報化施工

施工段階で、2次元図

面から情報化施工用
の3次元データを作成

図面（平面図、縦断図、横断図） 情報化施工（TS）用3次元データ

2次元図面データ
（平面、縦断、横断）

３次元
設計データ

＋

情報化施工（MC・MG）用3次元データ

スケルトンモデル サーフェスモデル

路線測量
（縦断、横断）

２次元図面に加えて３次元設計データ（スケル
トンモデルやサーフェスモデル）を作成し、施
工側での情報化施工用3次元データ作成を軽

減するとともに作業を効率化

３次元設計
データ作成

路線測量

路線測量

路線測量
（縦断、横断）

３次元
測量データ

＋

i-Construction

情報化施工
活用工事

３次元地形測量
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測量 設計

従
来

i-
C
o
n
s
tru

c
tio

n

レーザー測距装置
φ 
ω

κ

 

Ｘ 
Ｙ 

地上ＧＰＳ 

現況図面（平面図、縦断図、横断図）

３次元現況図

UAVによる
空中写真

ＩＣＴ土工における測量・設計の概要

２次元現況図

ＭＭＳ

TS計測

ＬＰ
（航空レーザ）

３次元測量データ

現況図面（平面図、縦断図、横断図）

２次元現況図

受注者が効率的な測量方法を選定

・２次元現況図（測量成果）
・２次元設計図
・数量計算書（平均断面法）

・２次元設計図

２次元設計図（平面図、縦断図、横断図）

２次元設計成果

・数量計算書
（平均断面法または３次元ＣＡＤ）

・３次元現況図（測量成果）

・スケルトンモデル
・サーフェスモデル

ＳＸＦ形式

ＸＭＬ形式

任意（規定なし）

ＸＭＬ形式

３次元設計成果

測量データ（サーフェス）

設計データ（サーフェス）

TSで計測

３次元設計を重ねる
地形データ

情報化施工に使用
する設計データ
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従来の測量手法

「UAVを用いた公共測量マニュアル（案）」「公共測量におけるUAVの使用に関
する安全基準（案）」を策定

従来の測量機器やGPSを利用した現地測量

有人航空機を利用した空中写真測量

• 比較的狭い範囲の図面整備向け
• 手作業が多く、時間がかかる

• 広範囲の図面整備向け
• 機械経費が高い

必要な時に、容易に空中写真を撮影
自動処理等、測量の省力化に貢献

小回りが利く

狭い範囲でスケールメリットが利く

機械経費がかからないので
コストダウン

生産性の向上

小型無人機の登場

・図面作成：現地測量、写真測量、
地図データ修正

・測量データ作成：３次元設計への
利用

道路台帳図土工の３次元設計

地形図修正

ICT活用工事での活用（起工測量・出来形管理）公共測量での利用

ドローン等による写真測量による
面的な3次元測量を実施

設計、施工、維持管理の各
工程で活用できる測量データ
を提供

測量におけるＵＡＶの利用

4



３次元設計データの概要

• 3次元設計データは、中心線形データ（平面・縦断線形）、横断形状データから構成

• 国際的な標準であるLandXMLによるデータ交換形式（システムに依存しないデータ形式）を採用

設
計
パ
ラ
メ
ー
タ
を
モ
デ
ル
化
し
て
３
次
元
形
状
を
デ
ー
タ
交
換

システムに依
存しないXML
データ形式

•CL離
れ

CL
CL離れ

FHからの
離れ

情報化施工で利用

スケルトンモデル

サーフェスモデル

4



LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準（案）

6

LandXML1.2に準じた３次元設計
データ交換標準（案）

道路、河川堤防に関する３次元設計デー
タ（道路中心線形堤防法線＋横断形状）
のデータ構造・形式を規定

データ交換標準に基づく３次元設計
データの運用方法を規定

LandXML1.2に準じた３次元設計
データ交換標準の運用ガイドライ
ン（案）

運用ガイドラインの内容
①運用ガイドラインの位置付け
②適用する事業
③３次元設計データ交換標準の解説
④作成範囲、作成方法、精度の規定
⑤照査方法
⑥電子納品
⑦工事発注時の取り扱い
⑧施工時の利用方法



【参考】設計関連ソフトウェアの対応状況

• ＯＣＦ（Open CIM Forum）ホームページ（http://www.ocf.or.jp/cim/LandList.shtml）にて参加ベ
ンダーのソフトウェア対応について情報提供されている
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ＵＡＶ等を用いた公共測量の発注

①発注者指定型 ②受注者希望型

【発注のイメージ】

基本的考え方

○ ＩＣＴ活用工事に関連する路線測量、河川測量、現地測量を対象
○ UAV等の普及状況を考慮しながら順次拡大

１．２つの方式で実施

① 発注者指定型：UAV等を用いた公共測量を前提として発注（原則として、総合評価）

② 受注者希望型：受注者からの提案により、UAV等を用いた公共測量を実施（原則として、価格競争）

２．見積による積算を適用
※設計変更により適用

ＵＡＶ等を用いた公共測量とは、公共測量において、トータルステーションを用いた測量のほか、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成28 年３
月）に基づくＵＡＶを用いた測量、規程第３編第３章に基づく車載写真レーザ測量等により実施する公共測量をいう。

３．業務成績評定において評価

順次拡大

当初

※①は、UAVの普及状況等を考慮し運用
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土工の３次元設計の発注

①発注者指定型

【発注のイメージ】

基本的考え方

○ ＩＣＴ活用工事に関連する道路予備設計（Ｂ）、道路詳細設計、築堤予備設計、築堤詳細設計、
護岸予備設計、護岸詳細設計を対象

○ UAV等を用いた公共測量の業務成果を活用する設計業務を対象
○ UAV等を用いた公共測量にあわせて順次拡大

１．発注者指定方式で実施

発注者指定型：土工の３次元設計を前提として発注

２．見積による積算を適用

土工の３次元設計とは、土木設計業務において、ＩＣＴ活用工事を行うために３次元データを作成することをいう。

３．業務成績評定において評価

順次拡大

当初

UAV等を用いた公共測量

UAV等を用いた公共測量

9



ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する必要な経費の計上

（３）業務費の積算
１）発注者指定型

当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、指名された入札参加者の全てより見積を徴収し、
積算を実施するものとする。

「ＵＡＶ等を用いた公共測量」、「土工の３次元設計」は、標準歩掛が制定されていないことから、見積に
より、必要な経費を計上する。

土工の３次元設計実施要領（抜粋）
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（３）業務費の積算
１）発注者指定型

当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、設計等標準積算基準に基づく積算を行い、発注す
るものとし、積算条件として、標準積算基準によることを明記する。ただし、３次元データの納品に係る経
費については、指名された入札参加者の全てより見積を徴収し、積算を実施するものとする。

なお、予定価格の算出にあたって必要な歩掛の公表については、トータルステーションを用いた現地
測量の標準歩掛および見積徴収により決定した３次元データの納品に係る経費の歩掛を合わせて公表
歩掛として提示するものとする。

契約後の業務計画に基づき、見積を徴収し、変更を行うものとする。

２）受注者希望型
当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、受発注者で協議し、見積もり方式による精算変更

を行う。なお、導入にあたっては、通常の測量の積算よりも過度に費用があがらないように、見積を適切
に確認すること。

ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領（抜粋）



ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する必要な経費の計上

ＩＣＴ活用工事は、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費を見積により計上することとして
いる。

ＩＣＴ活用工事実施要領（抜粋）

４．ＩＣＴ活用工事の導入における留意点
受注者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。
４－３ 工事費の積算
（１）発注者指定型における積算方法

発注者は、発注に際して別紙－５「ＩＣＴ活用工事積算要領」に基づく積算を実施するものとする。
なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費については、間接費

に含まれることから別途計上はしない。
現行基準による設計ストック等によりＩＣＴ活用工事を発注する場合、受注者に３次元起工測量及び

３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費につ
いての見積り提出を求め、設計変更審査会等を通じて設計変更するものとする。

※施工者希望型においても同様の記載

第○○条 ＩＣＴ活用工事の費用について
１ ＩＣＴ活用工事を実施する項目については、「ＩＣＴ活用工事積算要領」に基づき費用を計上している。

なお、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データの作成を
行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。

２ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

特記仕様書記載例
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ＵＡＶ等を用いた公共測量の発注方式

総合評価

価格競争

• 発注方式選定表において、標準的な「空中写真測量」「航空レーザー測量」は総合評価落札方式を選
定することとしており、発注者指定型は総合評価での発注を標準とする。

• 測量機器を自由に選択し、技術提案が可能。

総合評価

• 発注方式選定表において、標準的な「現地測量（地形測量）」「路線測量」「河川測量」は価格競争方
式を選定することとしており、受注者希望型は価格競争での発注を標準とする。

• 発注方式選定表において、現地等の条件が通常の仕様で実施できない「現地測量（地形測量）」「路
線測量」「河川測量」は総合評価落札方式を選定することとしており、受注者希望型は総合評価での
発注とする。

• 技術提案書において、希望の有無を確認し、受注者が希望有りと表明した場合には、ＵＡＶ等を用いた
公共測量を行うことを前提として、技術提案書の記載及び審査・評価を行う。

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン（平成２７
年１１月）」における発注方式選定表に基づき発注方式を選定

発注者指定型

受注者希望型
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ＵＡＶ等を用いた公共測量の発注

【発注者指定型】
本測量業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図る
ため、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う業務である。

【受注者希望型】
本測量業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図る
ため、受注者の希望により、ＵＡＶ等を用いた公共測量をすることができる業務である。

入札公示記載例

【発注者指定型】
本業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図るため、
ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う業務である。

【受注者希望型】
本業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図るため、
受注者の希望により、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う業務である。

入札説明書記載例

入札公示、入札説明書で対象であることを明記
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土工の３次元設計の発注

本業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図るため、
土工の３次元設計を行う業務である。

入札公示記載例

本業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＩＣＴの全面的活用を図るため、
土工の３次元設計を行う業務である。
本業務では、土工の３次元設計を行うものとし、詳細は特記仕様書によるものとする。

入札説明書記載例

入札公示、入札説明書で対象であることを明記
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ＵＡＶ等を用いた公共測量の仕様

第◇条 ＵＡＶ等を用いた公共測量（抜粋）
1. 受注者は、ＩＣＴ活用技術に用いる測量データについて、トータルステーションを用いた測量のほか、ＵＡ

Ｖを用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成28年３月）に基づくＵＡＶを用いた測量、規程第
３編第３章に基づく車載写真レーザ測量等（以下、「ＵＡＶ等を用いた公共測量」という。）により作成した
電子データにより成果物を提出することができる。なお、活用する測量機器については、以下の要件を
満たす範囲で、受注者が自由に選定できるものとする。また、測量機器の選択に伴う費用については、
受発注者の協議により変更の対象とする。

･ ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）第７６条運用基準に示す三次元点群データファイルの
作成が可能であること。

＜解説＞

• 測量機器の選定は自由（ＴＳで測量する範囲とＵＡＶ等で測量する範囲との組合せも可能）
• 地形測量はＵＡＶ等を使用し、路線測量・河川測量はＴＳを使用する組合せも可能
• 低密度の範囲の許容密度を満たす三次元点群データファイルの作成は必須

特記仕様書記載例
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【参考】点密度（三次元点群データファイル）の考え方
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０．５ｍメッシュで１点

点密度の標準

１０ｍ

１０ｍ

１０ｍ ０．５ｍ

０．５ｍ

０．５ｍ

０．５ｍ

低密度の範囲の許容点密度

点の密度粗 密

低密度の範囲の許容点
密度も満たさない範囲

三次元点群データを作成できるが
低密度範囲として明示

低密度の範囲の許容点密度
を満たすよう追加測量により
補完

三次元点群データファイルを
そのまま作成

領域① 領域② 領域③

１０ｍメッシュで１点

（通常のＴＳと作業量は同程度）

分類 点密度 適用範囲

高密度の範囲の許容点密度 ０．１ｍメッシュに１点以上 • 三次元点群データファイル作成
• 縦断面図データファイル作成
• 横断面図データファイル作成点密度の標準 ０．５ｍメッシュに１点以上

低密度の範囲の許容点密度 １０ｍメッシュに１点以上 • 三次元点群データファイル作成



ＵＡＶ等を用いた公共測量の納品

第◇条 ＵＡＶ等を用いた公共測量（抜粋）
2. 受注者は、電子納品要領に基づき、測量細区分「その他の地形測量及び写真測量」の測量成果とし

て、三次元点群データファイル及びサーフェスモデル（ファイル形式：LANDXML1.2）を納品しなければなら
ない。なお、成果作成の費用については、受発注者の協議により、変更の対象とする。

3. 受注者は、現地測量、路線測量又は河川測量の測量成果として、数値地形図データファイル、縦断面
図データファイル及び横断面図データファイルを納品するものとする。その他の測量記録及び測量成
果（精度管理表等）は、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）など、測量に用いる手法（機器）に関す
る基準に基づくものを納品する。

＜解説＞

ＵＡＶ等を用いた公共測量において、納品が必須となるもの

• 三次元点群データファイル （３次元成果）
• サーフェスモデル （３次元成果）
• 数値地形図データファイル、縦断面図データファイル、横断面図データファイル （２次元成果、従来同様）

※どの測量手法を採用するかは、受注者の判断によるが、３次元成果は必須

（例えば）業務範囲の９割をＴＳで実施した場合でも、「三次元点群データファイル」と「サーフェスモデル」
の納品が必要

※発注者指定型、受注者希望型とも成果は同一

特記仕様書記載例

※青書き箇所は、受注者希望型の場合のみ記載
（発注者指定型は当初発注時に計上する）
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ＵＡＶ等を用いた公共測量の成果

分野 成果物の例 備考

現地測量 ① 数値地形図データファイル
② 精度管理表
③ 品質評価表
④ メタデータ
⑤ その他資料

準則
第２３８条

路線測量 ① 観測主簿
② 計算簿
③ 成果表
④ 線形図データファイル
⑤ 縦横断図データファイル
⑥ 引照点図
⑦ 精度管理表
⑧ 品質評価表
⑨ メタデータ

準則
第４１０条

河川測量 ① 観測主簿
② 記録紙
③ 計算簿
④ 成果表
⑤ 線形図データファイル
⑥ 縦断図データファイル
⑦ 横断図データファイル
⑧ 等高・等深線図データファイル
⑨ 汀線図データファイル
⑩ 点の記
11 精度管理表
12 品質評価表
13 メタデータ

準則
第４３０条

従来

分野 成果物の例 備考

現地測量
路線測量
河川測量

【共通】
① 三次元点群データファイル
② サーフェスモデルファイル
③ 数値地形図データファイル
④ 縦断図データファイル
⑤ 横断図データファイル

【UAVの測量の場合】
① 精度管理表
② その他資料

UAVマニュアル
による

【車載写真レーザ測量の場合】
① 精度管理表
② 品質評価表
③ メタデータ
④ その他資料

準則
第１４９条

ＵＡＶ等を用いた公共測量
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土工の３次元設計の納品

第◇条 土工の３次元設計
1. 受注者は、ＵＡＶ等を用いた公共測量の３次元データを活用し、「LandXML1.2に準じた３次元設計

データ交換標準（案）（国土交通省・平成28年3月）」に基づいて土工の３次元設計を行い、成果品を
電子データで提出するものとする。適用する設計業務や対象とする書類、及び電子納品に対応する
ための措置については「LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）（国
土交通省・平成28年3月）」によるものとする。

特記仕様書記載例

＜解説＞

土工の３次元設計で納品が必須となるもの

• ２次元設計図 （共通仕様書）
• スケルトンモデル （３次元設計データ交換標準）
• 設計サーフェスモデル （３次元設計データ交換標準）
• 測量サーフェスモデル （測量成果）

数量算出の３次元化は任意

• 平均断面法を標準とするが、ＩＣＴ活用工事及びそれに関連する設計は、３次元ＣＡＤソフト等を用いた
方式を使用可能（土木工事数量算出要領）

• ただし、多くの３次元ＣＡＤソフトウェアが、数量算出の３次元データをLandXML形式で出力することを想
定しておらず、LandXML形式ファイルとは別に数量算出根拠となるＣＡＤデータの納品が必要
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